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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光ダイオード（LED）のデバイスであって、
-　　LEDチップであって、成長基板上にエピタキシャルに成長させられ且つ前記LEDチッ
プの略全体に延在する発光半導体層を有する、電流伝播層を有する上面をもつLEDチップ
と、
-　　前記LEDを励起するために当該LED中を流れる電流を管理するための、前記上面の一
部のみにある金属の電極パターンと、
を有し、当該電極パターンは、
　　-　　前記上面の上にある複数の金属接点であって、同接点の転送長Ltの約2倍乃至10
倍の幅を同接点がもち、当該転送長Ltは、

で規定され、
　ここでRsはΩ/□で表された電流伝播層のシート抵抗値であり、ρcは接点及び電流伝播
層のインタフェース部分のΩ/m2にて表された接触抵抗値であり、前記発光半導体層によ
り発せられる光を略遮断する金属接点と、
　　-　　複数の前記接点を一緒に接続していて、2 Lt未満の幅をもつ金属の接続部と、
を有することを特徴とする、発光ダイオードのデバイス。
【請求項２】
　前記上面にある複数の前記金属接点が、当該接点の前記転送長Ltの約2倍乃至5倍の幅を
有することを特徴とする、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記接点の総面積が前記LEDチップの発光面の2％未満であることを特徴とする、請求項
１に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記接点の総面積が前記LEDチップの発光面の5％未満であることを特徴とする、請求項
１に記載のデバイス。
【請求項５】
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　前記接点の総面積が前記LEDチップの発光面の10％未満であることを特徴とする、請求
項１に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記接点が実質的に円形であり、且つ前記幅が当該接点の直径であることを特徴とする
、請求項１に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記接点が多角形であることを特徴とする、請求項１に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記金属の接続部のうちの少なくとも一つによって前記接点と接続しているワイヤ接合
された電極を更に有することを特徴とする、請求項１に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記金属の接続部が、平行且つ直交する当該接続部のグリッドを形成することを特徴と
する、請求項８に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記金属の接続部が、前記ワイヤ接合された電極から放射状に延在することを特徴とす
る、請求項８に記載のデバイス。
【請求項１１】
　少なくとも複数の接点の大きさが、当該接点が前記ワイヤ接合された電極から遠ざかる
につれて増すことを特徴とする、請求項８に記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記接点の密度が、当該接点が前記ワイヤ接合された電極から遠ざかるにつれて増すこ
とを特徴とする、請求項８に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記ワイヤ接合された電極と前記電流伝播層との間の電流密度を減じるために、当該ワ
イヤ接合された電極と当該電流伝播層との間に誘電層を更に有することを特徴とする、請
求項８に記載のデバイス。
【請求項１４】
　前記ワイヤ接合された電極が、前記誘電層の周囲において距離Wxだけ当該誘電層の縁を
超えて延在し、Wxが0.5 Lt＜Wx＜1 Ltであることを特徴とする、請求項１３に記載のデバ
イス。
【請求項１５】
　前記ワイヤ接合された電極の周辺部の下及び同電極の周囲の電流のむらを減じるために
、前記ワイヤ接合された電極を特定の距離で囲む同心状の分路リングを更に有し、当該分
路リングと前記ワイヤ接合された電極との間には金属接触がないことを特徴とする、請求
項８に記載のデバイス。
【請求項１６】
　前記分路リングの幅が0.1 Ltと1 Ltとの間にあることを特徴とし、当該分路リングの直
径が前記ワイヤ接合された電極の直径よりも少なくとも20％大きいことを特長とする、請
求項１５に記載のデバイス。
【請求項１７】
　前記LEDチップ上面の周囲に金属の分路を有し、当該分路は縁に沿って第1の幅をもち、
同チップの角部では同チップの当該角部での電流密度を減じるために、当該分路はより狭
い幅を更にもつことを特徴とする、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１８】
　前記チップの縁に沿った前記分路の前記第1の幅が1 Ltよりも大きく、前記チップの角
部での電流密度を減じるために、当該チップの角部にある前記分路のより狭い幅が0.1 Lt
未満であることを特徴とする、請求項１７に記載のデバイス。
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